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              移住を希望する方に空き家・空き地の情報を提供します。


市内にお持ちの空き家・空き地を有効活用したい方、移住を希望する方は、お気軽に御相談ください。


令和5年3月6日に、「三条市空き家・空き地バンク」をリニューアルしました。


検索しやすく、見やすくなった「三条市空き家・空き地バンク」は、こちらのリンクからご覧ください。


三条市空き家・空き地バンク ｜ 新潟県三条市公式 (sanjo-akiyabank.jp)
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空き家バンクに登録する空き家に附属する農地に限り、営農者でなくとも農地が取得できるようになります。


要件や手続きは、下記リンクをご参照ください。
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電話番号：0256-34-5646（直通）


メール：下記メールリンクをご利用ください。


 


交渉や契約等は、原則当事者間で行っていただきます。


市は交渉や契約に係る仲介行為は行いませんのでご了承ください。


有料となりますが、公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会会員の不動産業者に仲介を依頼することも可能です。
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市は、交渉・契約等に関する仲介行為及びこれらに係る苦情等には一切関与しません。
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      	この記事に関するお問合せ
	
      市民部 地域経営課 コミュニティ推進係

〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
電話 ： 0256-34-5646 (直通) ファクス ： 0256-33-5732
メールでのお問い合わせはこちら
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            〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1

            電話: 0256-34-5511 （代表）　
ファクス: 0256-34-5691
          

          
            受付時間: 
月曜日から金曜日まで 8時30分から17時30分まで
（祝日、年末年始を除く）

            時間外サービス: 
火曜日 17時30分から19時まで、日曜日 8時30分から12時30分まで
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